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ファンケルグループは 4 月から、本社部門、工場部門で働く契約社員とパート社員、直営店舗で働くパート社

員のすべて（計 938 名／2017 年 12 月末時点）を、契約期間の定めのない「無期労働契約」へ切り替えます。

また、4月 1日以降に契約社員やパート社員として入社する方は、全員が「無期労働契約」となります。 

 

当社は、「長く安心してファンケルグループで活躍していただきたい」との考えから、これまでもさまざまな 

働き方改革を推進してきました。今回、安定した雇用を約束し、優秀な人材を確保するために、ファンケル  

グループの本社部門、工場部門で働く契約社員とパート社員、直営店舗で働くパート社員のすべてを「無期

労働契約」へ切り替えることにしました。当社では、今後も働き方改革を進め、従業員全員が一生涯いきいきと

働ける労働環境を整えてまいります。 

 

【概要】 
 

対象会社 

株式会社ファンケル、株式会社アテニア、株式会社ファンケル美健、 

株式会社ファンケル発芽玄米※、ニコスタービューテック株式会社、 

株式会社ファンケルスマイル 
 
※株式会社ファンケル発芽玄米は、3月 31日付で製造機能を株式会社ファンケル美健に 

吸収分割、販売機能を有する残存会社を当社に吸収合併する予定です。 

対象雇用区分 契約社員、パート社員、店舗パート社員 

対象人数 計 938名（2017年 12月末時点） 

切り替え時期 
契約社員：2018年 4月 1日 

パート社員、店舗パート社員：2018年 4月 11日 

 

 

横浜市中区山下町 89-1 〒231-8528 

代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ 島田和幸 

 

 

TEL :045-226-1200   

契約社員とパート社員 全 938名 

「無期労働契約」に切り替え 

本件に関する報道関係者の皆様からのお問合せ先 

株式会社ファンケル 社長室 広報グループ 

TEL：045-226-1230 FAX：045-226-1202 

＜参考＞  
直営店舗で働く契約社員（971名／2017年 12月末時点）については 4月から、全員を「地域限定正

社員」（無期労働契約）に切り替える予定です。 


